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受取人が既に死亡ⅨM場合の保険金

Q:夫の父の死亡により保険金が支払われ

ることになりましたが、受取人は既に死亡し

ている夫でした。この場合、保険金は誰のも

のになるのでしょうか。

夫の父の相続人は妻と夫の代襲相続人であ

る私の子供です。

夫の相続人は妻である私と子供です。

△：保険金は、今回亡くなったお父さんの

相続人が取得するのか、それとも既に亡くな

っている夫の相続人が取得するのか迷うとこ

ろですね。

ところで、生命保険契約における当事者は、

保険者、保険契約者、被保険者、保険金受取

人であり、その保険契約による保険事故が発

生すると保険金受取人に対して保険金が支払

われます。

この場合に、契約者は保険金受取人を指定

できることとされていますので、保険金受取

人が保険事故発生前に死亡したときは、その

受取人変更の手続きを行うこととされていま

す 。

しかし、その変更手続きをしないまま保険

事故が発生した場合には、その保険金受取人

の相続人がその保険金を取得することとされ

ています（商法676） ◎

したがって、ご質問の場合には、夫の相続

人が保険金受取人となります。つまり、妻で

あるあなたと子供が受け取ることになるので

す ◎
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